
資料２ 
市町地域防災計画の修正 

 災害対策基本法第 42 条第５項に基づき、県に地域防災計画の修正報告のあった市町は

下表のとおりである。 

修正事項 

平成 29 年度静岡県地域防災計画の修正 その他 
市町防災会議 

市町名 ③原子力災

害対策の修

正 

②国の防災

基本計画や

法改正等 

①県が策定し

た防災に関す

る計画等 

開催日 ④ 市 町 独

自の状況 

⑤表現の

見直し等 

下田市 ○ ○   ○ 平成 30 年３月 19 日 

東伊豆町 ○ ○   ○ 平成 30 年６月５日 

南伊豆町 ○ ○   ○ 平成 30 年４月 10 日 

西伊豆町 ○ ○ ○ ○ ○ 平成 30 年３月 29 日 

沼津市 ○ ○ ○  ○ 平成 30 年３月 22 日 

熱海市 ○ ○  ○ ○ 平成 30 年３月 23 日 

三島市 ○ ○ ○ ○ ○ 平成 30 年３月 20 日 

富士宮市 ○ ○ ○ ○ ○ 平成 30 年３月 14 日 

伊東市 ○ ○   ○ 平成 30 年３月 26 日 

富士市 ○ ○   ○ 平成 30 年２月７日 

御殿場市 ○ ○   ○ 平成 30 年２月 13 日 

裾野市 ○ ○  ○ ○ 平成 30 年２月５日 

伊豆市 ○ ○  ○ ○ 平成 30 年３月 16 日 

○ ○ ○  ○ 平成 30 年３月 27 日 伊豆の国市 

函南町 ○ ○  ○ ○ 平成 30 年４月 26 日 

清水町 ○ ○   ○ 平成 30 年３月 19 日 

長泉町 ○ ○   ○ 平成 30 年２月 23 日 

小山町 ○ ○   ○ 平成 30 年３月 16 日 

静岡市 ○ ○  ○ ○ 平成 30 年２月８日 

島田市 ○ ○ ○  ○ 平成 30 年３月 15 日 

焼津市 ○ ○ ○  ○ 平成 30 年３月 16 日 

藤枝市 ○ ○   ○ 平成 30 年１月 31 日 

牧之原市 ○ ○  ○ ○ 平成 30 年２月 20 日 

吉田町 ○ ○ ○ ○ ○ 平成 30 年１月 23 日 

川根本町 ○ ○   ○ 平成 30 年３月 27 日 

浜松市 ○ ○  ○ ○ 平成 29 年 12 月 12 日

磐田市 ○ ○ ○  ○ 平成 30 年３月 20 日 

掛川市 ○ ○ ○  ○ 平成 30 年３月 19 日 

袋井市 ○ ○ ○  ○ 平成 30 年３月 26 日 

湖西市 ○ ○ ○  ○ 平成 30 年３月 22 日 

御前崎市 ○ ○ ○  ○ 平成 30 年３月 16 日 

菊川市 ○ ○ ○ ○ ○ 平成 30 年３月 16 日 

森町 ○ ○ ○  ○ 平成 30 年３月 26 日 

注）「○」は修正がある項目であることを示す（一部修正の場合を含む。）。 
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（「④：市町独自の状況に応じた修正」の内訳） 

市町名 内容 

西伊豆町 新たに原子力災害対策の巻を新設し配備体制、避難者受入等について記載 

熱海市 

以下の項目について地震対策編から一般対策編へ移行 

・市民の果たすべき役割 

・地域における自主防災組織の果たすべき役割 

・市の指導及び助成 

・自主防災組織と消防団との連携 

三島市 「市有無線通信施設の現況」に「簡易無線」の個数及び設置場所を追加 

富士宮市 新たに原子力災害対策計画を追加 

裾野市 

・市災害対策本部体制の見直しによる修正 
・市指定避難所として、避難所、一時滞在者用避難所及び福祉避難所を定

めることを記載 
・１番目に開設する避難所、２番目に開設する避難所、一時滞在者用避難

所の区分を記載 

伊豆市 

・「伊豆市“海と共に生きる”観光防災まちづくり推進計画」の見直しによ

る修正 

・「伊豆市空家等対策計画」に基づく防災上の問題のある空家等の速やかな

措置に努めること等を記載 

函南町 
函南道の駅「伊豆ゲートウェイ函南」を広域的な防災拠点として位置づけ

ることを記載 

静岡市 
津波からの避難対象となる地域を明確化し、津波要避難地区を町丁目別に

記載 

牧之原市 消防・救急広域化に伴う運用等の見直しによる修正 

吉田町 
町が定めた「吉田町災害時健康支援マニュアル」、「吉田町災害廃棄物処理

計画」、「吉田下水道事業業務計画」に従い、災害対応を行うこと等を記載 

浜松市 

・浜松市防災マップを市民が地域の防災リスクを確認し、避難行動を考え

るツールとして記載 

・平成 28 年度の不発弾処理時の課題を踏まえ、会議の位置づけや決定事項

等を記載 

菊川市 

・「菊川市災害廃棄物処理計画」及び「菊川市避難所運営マニュアル」の策

定に伴う修正 

・主に小学校区単位の自主防災会で編成される「地区防災連絡会」の運営

が開始されたことに伴い、組織の行動と活動拠点などについて明確にす

るための修正 

 
 


